　８道中釧根第２８号　　
　　                         　　　　　                  　 　 令和８年５月２２日
釧根支部会員組合及び組合員各位
　　　      　　　               　    　　北海道中小企業団体中央会釧根支部　
支　部　長　　　  田　野　　貢　

組合管理者等講習会（カスタマーハラスメント対策セミナー）開催のご案内
平素は、本会の事業推進にあたり、格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび職場におけるカスタマーハラスメント対策をテーマとした管理者等講習会を、下記のとおり開催することとなりました。
本講習会では、釧路ぬさまい法律事務所　弁護士　藤川　拓也　様を講師にお迎えし、実務に即した法的留意点や、１０月１日に施行予定の事業主の義務となる「カスタマーハラスメントの防止措置」に係る具体的な対応の考え方について解説いただきます。あわせて、従業員を守る観点から、業務災害のみならず福利厚生面での備えについての情報提供も予定しております。
記
1．開催日時：2026年6月19日（金）15:30～17:00（15:15より受付開始）
2．会場：釧路市男女平等参画センター「ふらっと」（釧路フィッシャーマンズワーフMOO 3階）
※お車でお越しの際は、「錦町立体駐車場もしくは河畔駐車場」に駐車の上、駐車券をお持ちください。３時間まで無料となります。注意：ﾌｨｯｼｬｰﾏﾝｽﾞﾜｰﾌMOOの駐車場は、対象外です。
3．参加定員：最大20名
4．対象：組合及び組合員企業の管理者・総務担当者様 等（複数人の参加も大歓迎です）
5．内容：
【第1部】カスタマーハラスメントの基礎知識と実務対応（60分）
　講師：釧路ぬさまい法律事務所　弁護士　藤川 拓也　様
【休憩】10分
【第2部】質疑応答および情報提供（20分）
　東京海上日動より福利厚生・従業員の備えに関する情報提供
6．申込・その他：
出席いただける場合は開催1週間前（６月１２日（金））までに裏面の参加申し込み欄より連絡
ください。
また、配布資料は印刷の上、当日配布いたします。
なお、8月にも第2回の開催を予定しております。詳細は決まり次第別途ご案内いたします。

７．参加申し込み欄（FAX：0154-44-2084へ本紙をFAX願います）
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参加申し込み締め切り日：６月１２日（金）まで
問い合わせ先：北海道中小企業団体中央会釧根支部（TEL：(0154)41-1545


